
誓 約 書 

 

 阪神水道企業団が行う土地売買契約の締結にあたり、阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱（以下「要綱」という。）を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記２のとおり

誓約する。 

 なお、売主が本誓約書写し及び下記２⑶の情報を兵庫県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴力団対策

課長（以下「暴力団対策課長」という。）に提供すること並びに売主が暴力団対策課長に下記２⑴及

び同⑵に関して意見照会することについて同意する。 

 

記 

 

１ 契 約 名   土地売買契約（土地の所在：神戸市東灘区住吉山手 5 丁目 1682 番 1、 

1682 番 2、1645 番 2  

２ 誓約事項 

⑴ 買主は、要綱第２条第１号で規定する暴力団又は第２号に規定する暴力団員に該当しないこと。 

⑵ 買主は、要綱第８条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない

こと。 

⑶ 売主が、買主が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等（買主が、個人である 

場合にはその者、法人である場合にはその役員及びその支店若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう。以下同じ。）についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、買主はそ

の役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を売主に提出すること。 

⑷ 買主が前３号に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他阪神水道企業団が行う

一切の措置について異議を述べないこと。 

 

 令和  年  月  日 

 

（売主） 

阪神水道企業団  

企 業 長  吉 田 延 雄 様 

 

                 （買主） 

                  住所又は所在地 

                  商号又は名称 

代表者職氏名                  ㊞  

 



 

役員一覧表（誓約書２⑶関係） 

 

（記載方法） 

 ① 記載例に従って、役職、氏名、カナ、生年月日、性別を記載してください。 

 ② 個人事業主の場合には代表者を、法人の場合にはその役員及びその支店若しくは常時建設工事の請負契約等を締結する事務
所の代表者を記載してください。（暴力団排除に関する特約第５項第１号及び第２号を参考にしてください。） 

 ③ 生年月日の記載について、元号に○を付けてください。 

④ 性別の記載について、どちらかに○を付けてください。 

⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。 

役職 氏名 カナ 住所 生年月日 性別 

（記載例） 

代表取締役社長 
阪水 太郎 ハンスイ タロウ 

神戸市東灘区西岡本 3 丁目
20 番 1 号 

明治 大正 昭和 平成 

22 年 ２月 ２日 
男  女 

   
 明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

   
 

 

明治 大正 昭和 平成 

年  月  日 
男  女 

 

（阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱 抜粋） 

 （定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号。以下「法」という。）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。 

 ⑵ 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 ⑶ 法人等 法人その他の団体をいう。 

 ⑷～⑻ 省略 

 （暴力団等に関係するかどうかの照会） 

第７条 企業長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者に関して次条各号に定める事項に該当するかどうかにつき、平成23年

11月29日付け暴力団対策課長との間で取り交わした企業団が行うすべての契約等からの暴力団等の排除に関する合意書に基づい
て又は当該合意書の趣旨に基づいて暴力団対策課長に対して照会を行うものとする。 

 ⑴～⑸ 省略 

２ 省略 

第８条 前条第１項に規定する次条各号に定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 ⑴ 前条第１項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等について暴力団員が役員として又は実質的に経営に

関与していること。 

 ⑵ 前条第１項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。 

 ⑶ 前条第１項各号に掲げる者が、暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任していること。 

 ⑷ 次に掲げる者のいずれかが、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三
者に損害を与えるために暴力団の威力を利用していること。 

  ア 前条第１項各号に掲げる者 

  イ 前条第１項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等の役員 

  ウ 前条第１項各号に掲げる者に使用される者であって、相当の責任の地位にある者 

 ⑸ 前号アからウまでに掲げる者のいずれかが暴力団等に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。 

 ⑹ 第４号アからウまでに掲げる者のいずれかが暴力団等に関係する事業者であることを知りながら当該事業者に下請負又は再
委託を行い、その他当該事業者を利用していること。 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、第４号アからウまでに掲げる者のいずれかが暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有して

いること。 


